
企業版ふるさと納税で

八戸市を応援してください！

企業の皆さまが寄附を通じて八戸市の地方創生の取り組みを
応援された場合に、税制上の優遇が受けられる制度です。

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

約３割

①法人住民税＋②法人税 控除

４割

企業負担

約１割

③法人事業税 控除

２割

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

寄附額

最大で
寄附額の

約9割
負担軽減

①寄附の申込
寄附申出書の御提出

②寄附金の御入金
入金確認後、八戸市から
「受領書」を交付

③税の申告
市が交付する「受領書」に
より申告手続き

■1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
■寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
■本社が八戸市に所在する法人の寄附は本制度の対象外となります。

寄附の申込の流れは以下のとおりです。
寄附は御希望の事業に活用させていただきますので、
お申し込みの際にご相談ください。

企業版ふるさと納税の寄附の流れ

企業版ふるさと納税の制度概要

【連絡先】八戸市総合政策部政策推進課 政策推進グループ
☎0178-43-9233 ✉seisaku@city.hachinohe.aomori.jp



新産業として、農業振興のみならず、商
工業や観光業にも繋がる「ワイン産業」の
振興を目指しています！

当市とぶどう生産者、
ワイナリー、飲食店等
の関係者が一丸となっ
て、おいしいワインに
なるよう頑張っていま
す！

八戸産ぶどうを活用した
ワ イ ン 産 業 振 興 ！

青森県八戸市 ～当市事業への皆様からの寄附をお待ちしております～

上記以外にも「子育て支援」、「まちづく
り」、「産業振興」、「観光振興」、「教
育」など、多くの事業を進めています！詳細
は担当までお気軽にお問合せください。

中心街にある公園には体育館のほか、野球
場、武道館、屋内スケートリンク等があり、
スポーツやイベント等の市民の多様な活動の
場として、年間約37万人に利用されています。

体育館は竣工から半世紀以上経過している
ことや、時代の移り変わりとともに変化する
市民の多様なニーズに応えるため、現在は令
和８年度の着手に向け、計画的に準備を進め
ています。

新体育館の建替にご協力ください！

い つ で も ど こ で も ！
本 に 親 し む 生 活 を

地 域 事 業 所 へ の
就 職 促 進 と 人 材 確 保

【連絡先】
八戸市 総合政策部 政策推進課
政策推進グループ
☎0178-43-9233
✉seisaku@city.hachinohe.aomori.jp

鮮 魚 の 八 戸 ブ ラ ン ド を
創 出 し 水 産 業 を 活 性 化 ！
鮮度保持を徹底した高付加価値商品を開

発するとともに、首都圏の高級飲食店への
販路開拓に向けた流通・販売体制の構築を
図ります。

漁師・魚屋・料
理人などが連携し、
鮮魚ブランド化に
よる水産業の活性
化を目指します。

新体育館 完成イメージパース

実際に図書館に行かなくても、スマート
フォンやパソコンで、電子書籍を借りて読
むことができるサー
ビス「電子図書館」を
導入します！

より便利に本に親
しむ機会を創出する
ことで「本のまち八
戸」を推進します。

圏域内の事業所の
人材確保に向けた情
報発信力の強化や採
用力の向上に向けた
セミナーや出張アド
バイスを行います。
地元企業の認知度

と採用力を向上させ
ることで、人手不足
解消と更なる地域活
性化を目指します。 令和6年度セミナーチラシ


